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「指定訪問介護」 

「第 1 号訪問事業（伊賀市総合事業サービス）」 

「第 1 号訪問事業（名張市総合事業サービス）」 

     重要事項説明書 

 

 

 

当事業所は、ご契約者様に対して指定訪問介護サービス・第 1 号訪問事業（伊賀市総合事業サービス、

名張市総合事業サービス）（以下「第 1 号訪問事業」という。）を提供します。事業所の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意頂きたい事を次のとおり説明します。 

 

 

 

 

 

（令和 6 年 6 月 1 日改訂） 

 

⒈開設者 

 （１）法人名          有限会社伊賀家政婦紹介所 

 （２）法人所在地        三重県伊賀市高畑 747-1 

 （３）電話番号         Tell 0595-21-1030 

 （４）代表者氏名        松浦 光志 

 （５）設立年月日        平成 2 年 10 月 6 日 

 

 

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果、「事業対象者」「要支援」「要介護」

と認定された方が対象になります。 

✻✻✻目次✻✻✻   

1.開設者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ページ 

2.事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・2 ページ 

3.事業実施地区及び営業日、営業時間・・・・・・2 ページ 

4.職員の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ページ 

5.当事業所が提供するサービスと利用料金・・・・3 ぺージ 

6.サービスの利用に関する留意事項・・・・・・・4 ぺージ 

7.事故発生時の対応方法について・・・・・・・・5 ページ 

8.苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・5 ぺージ 

9.緊急時の対応について・・・・・・・・・・・・5 ぺージ 

10.虐待の防止について・・・・・・・・・・・・5 ぺージ 

11.業務継続計画の策定等について・・・・・・・6 ぺージ 

 

当事業所は介護保険の指定をうけています。 

 三重県指定      第２４７１３０１４３８ 

伊賀市・名張市指定  第２４Ａ１３００５８１ 
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⒉事業所の概要 

 （１）事業所の名称    さくらんぼ名張 

（２）事業所の所在地   三重県名張市桔梗が丘４番町１街区 33 

（３）電話番号      Tell 0595-41-1313    Fax 0595-41-1312 

（４）管理者       氏名 瀬川 健太 

（５）事業所の種類    訪問介護 

              第 1 号訪問事業（伊賀市総合事業サービス、名張市総合事業サービス） 

 （６）事業の目的     介護保険法に基づいて契約者が居宅において自立した生活を営む支援 

 （７）当事業所の運営方針 

・事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自

立した日常生活を営むことができるよう入浴・排泄・食事の介護、掃除、洗濯、調理等の

日常生活の援助、その他生活全般にわたる援助を行う。 

    ・事業実施にあたっては関係市町村、地域の保険医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、

総合的なサービスの提供を行う。 

 （８）開設年月日    令和 3 年 3 月 1 日 

 （９）開設者が行っている他の業務 

    当法人では、次の事業もあわせて実施しています。 

     ・有料職業紹介事業   

     ・一般乗用旅客自動車運送事業（患者等輸送事業）    

     ・居宅介護（障害者総合支援法） 

     ・重度訪問介護（障害者総合支援法） 

・家事代行事業 

     ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

     ・夜間対応型訪問介護 

     ・居宅介護支援事業 

  

 

⒊事業所実施地域及び営業日、営業時間 

（１）実施地域  

〇訪問介護・・・名張市・伊賀市 

〇第 1 号訪問事業（伊賀市総合事業）・・・伊賀市 

〇第 1 号訪問事業（名張市総合事業）・・・名張市 

（２）営業日及び営業時間 

⒋職員の体制 

営 業 日 月曜日～金曜日  

  ※夏期休暇 8 月 13 日～8 月 15 日 

※年末年始休暇 12 月 29 日～1 月 3 日 

受 付 時 間 9 時～17 時    

サービス提供時間帯 すべての時間帯  
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  当事業所では、ご契約者様に対して訪問介護サービス、第 1 号訪問事業サービスを提供する職員

として、以下の職種の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞（資格の重複あり） 

（１）管理者   1 名 

     管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

 （２）サービス提供責任者   1 名 

     サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

      １、訪問介護、第 1 号訪問事業の利用の申し込みに係る調整をすること。 

      ２、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

３、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。 

４、訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者

の状況についての情報を伝達すること。 

５、訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

６、訪問介護等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

７、訪問介護員等に対する研修、技術指導を実施すること。 

８、介護支援専門員によるケアプランに基づいて訪問介護計画を作成すること。 

９、その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

 

 （３）訪問介護員等 

     ヘルパー２級課程修了者又は介護職員初任者研修修了者 3 名以上 

     介護福祉士          2 名以上 

     介護職員実務者研修修了者   1 名以上 

             

⒌当事業所が提供するサービスと利用料金 

サービス利用料金については、別紙 1「訪問介護・総合事業利用料金表（利用者負担金）」

の通りとします。利用料金に変更がある場合は、別紙１を差し替え、その都度ご説明します。 

 

⒍サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

   サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっ

ては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

（２）訪問介護員の交替（契約書６条参照） 

   ①ご契約者からの交替申し出 

     選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認め

られる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を

申し出ることができます。ただし、ご契約者からの特定の訪問介護員の指名はできません。 

  ②事業者からの訪問介護員の交替 

     事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合

は、ご契約者様及びそのご家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮

するものとします。 
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（３）サービス実施時の留意事項（契約書第７条参照） 

  ①定められた業務以外の禁止 

     ご契約者様は、「５、当事業所が提供するサービスと利用料金」で定められたサービス以外

の業務を事業所に依頼することはできません。 

  ②サービスの実施に関する指示・命令 

    サービスの実施に関する指示・命令は、全て事業者が行います。但し、事業者は、サービ

スの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

  ③備品等の使用 

    サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は、無償で使用させてい

ただきます。訪問介護員が、事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

（４）サービス内容の変更（契約書第１０条参照） 

    サービス利用当日に、契約者の体調等の理由で予定されていたサービス実施ができない場合

には、サービス内容の変更を行います。 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により契約者の希望す

る期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。  

事業者は、その変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（５）訪問介護員の禁止行為（契約書第１４条参照） 

    訪問介護員は、契約者に対する訪問介護サービス・第 1 号訪問事業サービスの提供にあたり、

次に該当する行為は行いません。 

 
 

 

 

 

 

⒎事故発生時の対応方法について 

  利用者に対する訪問介護サービス・第 1 号訪問事業サービスの提供により事故が発生した場合

は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じます。 

  事故の状況及び事故に際して採った処置・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り

組みを行います。 

  また、利用者に対する訪問介護サービス・第 1 号訪問事業サービスの提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

 

 

① 医療行為 

② 契約者もしくはその家族等からの、金銭、物品、飲食の授受 

③ 契約者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除など） 

④ 契約者の家族等に対する訪問介護サービス又は第 1 号訪問事業サービスの提供 

⑤ 飲酒及び喫煙 

⑥ 契約者もしくはその家族等に行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑦ その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 
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⒏.苦情の受付について  

（１）苦情の受付 

  当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

  ○苦情受付窓口（担当者）  ：瀬川 健太    0595－41-1313 

  ○受付時間  毎週月曜日～金曜日  

9 時～17 時  

    上記の他、 

伊賀市介護高齢福祉課   0595-26-3939 

     三重県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情処理係  059-222-4165 

   があります。 

 

⒐緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変・事故が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用

者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者、主治の医師、市町村等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じます。 

  また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行います。 

  ○緊急時の連絡先 （担当者） ：瀬川 健太   0595－41-1313 

  ○対応時間   毎週月曜日～金曜日  

9 時～17 時  

※上記時間帯以外は担当者の携帯電話に転送するように切り替えています。 

  

⒑.虐待の防止について 

事業者は、契約者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。 

（1）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止担当者： 管理者 瀬川 健太 

（2）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従 業者

に周知徹底を図っています。 

（3）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・ 同

居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。 

 

⒒.業務継続計画の策定等について 

（1） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護サービス・第 1 号訪問事

業サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（2） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的
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に実施します。 

（3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

 

 

 

私は、指定訪問介護サービス、第 1 号訪問事業サービスの提供に際し、本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。 

 

令和    年   月   日 

 

さくらんぼ名張 

  説明者職名                 氏名               

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービス・第 1 号訪問

事業サービスに同意しました。 

                        

令和    年   月   日 

 

 

           利用者  住所 〒     － 

 

                                          

 

                氏名 

                          

 

（代理人を選定した場合）     

代理人  住所 〒     － 

 

                                          

       

氏名 

                          


